
 

 

新見市ペット霊園の設置の許可等に関する条例（概要） 

 

 平成２３年４月１日以降、新見市内にペット霊園（専ら自己の利用に供する

目的で設置するものは除きます。）を設置するためには、あらかじめ新見市長

の許可が必要となります。 

 

≪ 許可の基準 ≫（条例第４条） 

 ペット霊園設置の許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。 

（１） 学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住居がペット霊園の区域から１００メー

トル（焼却施設を有するペット霊園においては２００メートル）以内にないこと。ただし、

特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。 

 （注）特別な事由：施設管理者、居住者の同意がある場合 

（２） 飲料水を汚染する恐れがない等公衆衛生上支障がないこと。 

（３） 隣接の土地所有者の同意を得ていること。 

（４） 次に定める基準に適合していること。 

種別 許可基準 

埋葬施設 

（１） ペット霊園の区域の境界から墳墓が見えないように障壁又は密植し 

  たかん木の垣根等が設けられていること。 

（２） 雨水及び汚水が停留しないように適当な排水路が設けられているこ 

   と。 

（３） 砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続してい 

   る通路が設けられていること。 

焼却施設 

（１） 焼却施設（建物の全部又は一部として設置する場合を除く。）の周 

   囲は、防火上適当な空地を有し、かつ、その敷地の境界に障壁又は密 

   植したかん木の垣根等が設けられていること。 

（２） 防臭、防じん及び防音について、十分な能力を有するものであるこ 

   と。 

（３） 空気取入口及び煙突の先端以外に炉内と外気とが接することなく、 

   かつ、燃焼室において発生するガス（以下「燃焼ガス」という。）の 

   温度が摂氏８００度以上の状態で焼却できるものであること。 

（４） 燃焼に必要な量の空気の通風が行われているものであること。 

（５） 燃焼室内において動物の死がいが燃焼している場合に、当該燃焼室 

   に他の動物の死がいを投入するときには、外気と遮断された状態で、 

   定量ずつ動物の死がいを燃焼室に投入することができるものであるこ 

   と。 

（６） 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられている 

   こと。 

（７） 燃焼ガスの温度を保つため必要な装置が設けられていること。 

（８） 動物の死がいを燃焼することによる悪臭の発生を防止するため、燃 

   焼ガスを再燃焼させる燃焼室が設けられていること。 

（９） 建物の全部又は一部として設置する焼却施設は、建築基準法第２条 

   第９号の２に規定する耐火建築物であること。 

納骨堂 （１） 納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉が設けられていること。 



 

 

≪ 手続きの流れ ≫ 

 

 許可条件・添付書類等確認のため、事前の相談をお願いします。 

  

 許可申請書に必要事項を 記 載 し、 添 付書 類 を添 え て提 出 し てく だ さい 。 

 

 施設基準等に適合しているかどうか、市が審査を行います。  

 

 

 市から許可証が交付された後、当該ペット霊園設置に係る工事に着手 

 することができます。 

 

 工事完了後、工事完了届を提出してください。 

 

 工事完了届を受理した後、市が現地検査を行います。 

 

 

 検査済証が交付されて、 初 め てペ ッ ト霊 園 を使 用 する こ と がで き ます 。 

 

 

≪ 維持管理等に関して ≫ 

 許可申請書に記載された維持管理計画に基づき適切に管理してください。 

なお、適切に管理されていないと認められる場合、内容により、改善勧告、改善命令、

許可取り消し又は使用禁止命令等の措置を執ることがあります。 

また、上記命令に従わない場合、当該ペット霊園管理者の氏名等について公表するこ

とがあります。 
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